
１００会津大学短期大学部履修規程 
 

（２０２３年４月１日規程第１２８号） 
 
 
 
（目的） 
第１条 この規程は、会津大学短期大学部学則（以下「学則」という。）第２１条の規定に基づき、履
修の方法、試験、成績評価等に関して必要な事項を定めるものとする。 

 
（履修の登録） 
第２条 学生は、指定の期日までに履修しようとする授業科目を登録しなければならない。 
２ 指定の期日を過ぎて授業科目の登録を追加する場合は、履修登録追加願（様式第１号）を提出し
なければならない。 

３ 指定の期日を過ぎて授業科目の登録を抹消する場合は、履修登録抹消願（様式第２号）を提出し
なければならない。  

 
（履修の禁止） 
第３条 次に掲げる授業科目については、履修することができない。 
 一 登録をしていない授業科目 
 二 既に単位を修得した授業科目 
 三 授業時間が重複する授業科目 
 
（試験の種類） 
第４条 学則第２１条に規定する試験（以下「認定試験」という。）は、定期試験、臨時試験、追試験

及び再試験の４種類とし、定期試験を原則とする。 
 
（定期試験） 
第５条 定期試験は、学期末ごとに行う。ただし、学期末以前において授業の終了した科目について
は、当該授業の終了後に行うことができる。 

 
（臨時試験） 
第６条 臨時試験は、各授業科目について担当者が必要と認めた場合に行うことができる。 
 
（追試験） 
第７条 追試験は、病気又は就職試験等止むを得ない理由により、定期試験を受験できなかった場合
において、定期試験終了の日から３日以内に学生から追試験願（様式第３号）の提出があったとき
に行う。 

 
（再試験） 
第８条 再試験は、第１２条に規定する成績評価の結果不合格となり、単位を修得できなかった科目

について成績発表の日（第１７条に規定する成績発表の日とする。以下同じ。）から指定した期日
までに学生から再試験願（様式第４号の１、２）の提出があった場合に行うことができる。なお、
成績評価が第１２条第５項に規定するＦの場合は、再試験を受験することができない。 

２ 再試験を受験できる科目数は、各学期３科目以内とする。ただし、食物栄養学科の専門教育科目
及び幼児教育・福祉学科の資格関連科目（受験資格関連科目を含む。）はこれに含まない。 

３ 再試験の時期は、成績発表の日から原則として５日後以降とする。 
 
（認定試験の方法） 
第９条 認定試験は、筆記試験を原則とし、実技試験、レポート又は口頭による研究発表等により行
うこともできる。方法については担当教員が指示するものとする。 

 
（認定試験の期日） 
第１０条 認定試験の実施期日は、担当教員が指示するものとする。 
 
（受験資格） 
第１１条 授業科目の出席時間数が、各学期とも当該科目の授業時間数の３分の２以上でなければ、

認定試験を受験することはできない。ただし、出席時間数が３分の２に満たない場合であっても、
正当な理由があると担当教員が認めた場合は、受験することができる。 

 



（成績評価及び表示） 
第１２条 成績は、認定試験の成績、平常の成績等を総合的に判定して評価する。 
２ 成績の評価は100点法により行い、その表示は次のとおりとする。 

素点 評価 ＧＰ（Grade 
Point） 

90点～100点 Ｓ ４ 
80点～ 89点 Ａ ３ 
70点～ 79点 Ｂ ２ 
60点～ 69点 Ｃ １ 
59点以下 Ｄ ０ 

３ 成績評価がＳ、Ａ、Ｂ及びＣの場合を合格とし、所定の単位を与える。 
４ 再試験の成績評価は上限を60点とする。再試験を放棄した場合の成績評価は、当初の成績評価の
ままとする。 

５ 前条に規定する受験資格を満たさない場合及び定期試験、追試験を放棄した場合は、履修意欲が
ないものとみなし、Ｆと表示し、そのＧＰは０とする。 

６ 成績発表においては第２項の段階評価に基づき算出されるＧＰＡ（Grade Point Average）を併せ
て表示する。 

 
（不正行為） 
第１３条 認定試験において不正行為が認められたときは受験停止とし、Ｘと表示する。なお、当該

科目について再試験を受けることはできない。 
２ この場合のＧＰは０とする。 
 
（不合格科目等の再履修） 
第１４条 不合格となった科目、第１２条第５項及び第１３条に該当する科目は、再履修することが
できる。 

２ この場合、当初履修時のＧＰ及び再履修時のＧＰはいずれもＧＰＡ算出の対象となる。 
 
（学則第２２条に基づく単位認定の表示） 
第１５条 学則第２２条に基づき単位を認定された場合は単位認定とし、Ｎと表示する。なお、当該

科目についてはＧＰＡ算出の対象外とする。 
 
（学則第２３条に基づく単位認定の表示） 
第１６条 学則第２３条に基づき単位を認定された場合は単位認定とし、Ｏと表示する。なお、当該

科目についてはＧＰＡ算出の対象外とする。 
 
（成績の発表） 
第１７条 成績発表は、学務システムにより行う。 
 
（疑義の決定） 
第１８条 この規程の解釈について疑義が生じた場合には、教授会において決定する。 
 
   附 則 
１ この規程は、２０２３年４月１日から施行する。 
２ 成績評価及び表示に係る規定は、２０２３年３月３１日に会津大学短期大学部に在学している者

で、引き続き同日以降在学することとなる者が２０２３年３月３１日までに修得した授業単位に係
る成績評価及び表示についても適用する。 


